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独立行政法人都市再生機構の改革に係る工程表 

 

平成２３年７月１日 

国 土 交 通 省 

 

１．趣旨 

  独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）の改革を進めるため、

国土交通省に設置した「独立行政法人都市再生機構のあり方に関する検討会」

（以下「検討会」という。）は、延べ１８回にわたる審議を経て、平成２２年

１０月に報告書をとりまとめ、国土交通大臣あてに提出したところである。 

  また、独立行政法人改革を進める観点から、「独立行政法人の事務・事業の

見直しの基本方針」が平成２２年１２月に閣議決定されたところである。 

  本工程表は、検討会報告書に示された機構の改革を組織、業務の両面にわ

たって着実に推進するために策定するものであり、改革の具体化を通じて、

より効率的で透明性の高い組織と業務運営の実現を図ろうとするものであり、  

行政刷新会議において進められている独立行政法人の見直しを踏まえつつ、

改革の推進に当たっていくこととする。 

 

 

２．改革の基本方針 

  検討会報告書においては、機構の組織・事業の問題点として、 

  ① どのような政策目的を担う組織なのか分かりにくいこと 

  ② 事業資金のほとんどを財政投融資借入に依存し、財務体質が脆弱であ

ること 

  ③ 非営利事業であるが故に効率的な業務運営がなされてこなかったこと 

  ④ 株式会社に比べてガバナンスが十分とはいえないこと 

 を挙げている。 

  また、閣議決定された基本方針においても、機構に関し、「機構は、１４兆

円の負債及び３，５００億円の繰越欠損金を有していることから、これによ

る将来的な国民負担の発生を避けるため」、「事務・事業全般について抜本的

な見直しを行い、これを踏まえた新たな経営改善計画を策定する。また、組

織の見直しを含め、機構の在り方について検討する。」としている。 

  機構の改革は、こうした機構の抱えている問題点を解決するために行われ

るものであり、検討会報告書で示された方向に沿って、 

  ・ 賃貸住宅部門を中心とした業務の効率化、収益力の確保を通じた機構

の資産・負債の圧縮 
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  ・ 都市再生事業について高い公的関与が必要な事業への限定 

  ・ 事業に係る収支等の明確化 

  ・ 関係法人の整理合理化 

  ・ より透明性が高く効率的な組織と業務運営への改善 

 を基本として行うものとする。 

  併せて、機構の抱えている巨額の負債の圧縮のため、事業収支を厳格に管

理するとともに、国のガバナンスの強化を図るものとする。 

  なお、７６万戸を有する賃貸住宅部門については、多くの居住者がいるこ

とから、居住者の居住の安定を害することがないよう配慮するものとする。 

 

 

３．組織改革 

（１）基本的考え方 

検討会報告書においては、機構の組織について、本来であれば完全民営化

することが望ましいという意見が多かったが、巨額の負債の返済や繰越欠損

金の解消を機構の経営努力により行うことを基本に、一般会計による肩代わ

り等を極力回避するという前提に立てば、政府１００％出資の特殊会社とす

るか株式会社方式のガバナンスを導入した新しい公的法人とすることが現

実的には実現可能性が高いとされたところである。 

これは、市場からの資金調達により事業を行う完全民営化が極めて困難で

あるとしても、機構の業務運営を効率化し、財務の改善を図っていくために

は、民間の会社経営のノウハウを採り入れていく必要があるとされたもので

あり、今後、行政刷新会議において進められる独立行政法人の見直しと連携

しつつ、この趣旨に沿った組織の見直しを行うものとする。 

このため、将来の機構の組織の全面的な見直しを視野に、当面、以下の改

革を進めていくこととする。 

なお、組織の見直しに当たっては、機構の組織・業務改革の状況を踏まえ

つつ、都市再生部門と（財）民間都市開発推進機構との統合を検討するもの

とする。 

 

（２）賃貸住宅部門と都市再生部門の区分の明確化 

   機構を事業目的に対応した組織とし、透明性の高い経営を実現するため、

賃貸住宅部門、都市再生部門及びニュータウン部門の区分を明確化し、これ

ら３部門をそれぞれ財務と統治の単位とする組織内カンパニー制度を導入

する。 

 各カンパニーごとに執行責任者を置き、業務管理・財務管理を徹底し、
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効率的な業務運営・組織運営を徹底するとともに、業務情報・財務情報を開

示する。【平成２３年度から試行実施、平成２４年度から本格実施】 

 

（３）株式会社方式のガバナンスの導入 

   組織内カンパニー制度の導入に併せて、機構のガバナンスの強化を図る。 

このため、機構の投資判断のルールやプロセス等をより明確にするとと

もに、民間の株式会社方式のガバナンスを導入する。 

具体的には、経営責任を負う理事長の下に置かれる各理事について、株

式会社の取締役の仕組みにならって、担当分野の業務を効率的に執行し、最

小のコストで最大の成果を得られるよう権限と執行責任を明確化する（なお、

職員についても同様とする。）。 

また、機構の重要な意思決定においては、株式会社の取締役会の仕組み

にならって、全役員で構成される理事会の審議を経ることとし、株式会社的

な意思決定の機能を活用するものとする。【平成２３年度から試行実施、平

成２４年度から本格実施】 

   

（４）経営改善計画の策定 

 機構の経営の効率化を図る観点から、新たな経営改善計画を策定する。 

新経営改善計画において、繰越欠損金の早期解消に努めるとともに、機構

の抱えている負債の圧縮を図り、将来的な金利上昇リスクの軽減に努めるも

のとする。 

なお、新経営改善計画は、賃貸住宅部門、都市再生部門及びニュータウン

部門の各部門について、事業運営の合理化を図り、財務の改善を図ることが

できるよう定めるものとする。【平成２３年度中に実施】 

 

（５）情報開示の促進 

   機構の経営の透明性を高め、より効率的な経営を促すため、機構の財務・

事業情報について、民間企業の取組みを参考として、原則として民間企業と

同じ基準や考え方に基づき、開示の徹底を図る。【平成２３年度から実施】 

（財務情報） 

・ 民間企業並みに、カンパニー別の収支や資産等に関する情報を毎年度

公表する。 

（賃貸住宅事業） 

・ 賃貸住宅に係る収支や国費の投入状況を地域・築年数などの一定のカ

テゴリーごとに毎年度公表する。 

（都市再生事業） 
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   ・ 事業実施中の地区については、個別事業の収支や国費の投入状況に関

する情報のうち、機構の利益を不当に害する情報、関係者の正当な利益

を害する情報及び個人情報に関する情報に該当しないものを毎年度公

表する。 

  ・ 事業完了後は速やかに、収支や国費の投入状況に関する情報のうち機

構の利益を不当に害するとして非開示としていたものを含めて公表す

る。 

 

（６）国による出資金の執行管理強化 

   国が拠出した出資金に関する執行管理を強化するため、平成２３年３月

に国土交通省において整備した執行管理手続きに基づき、国が拠出した出資

金の具体的な充当対象（事業地区、事業団地等）について、事業完了に伴い

回収した出資金を再活用する場合を含め、毎年度あらかじめ国土交通省に報

告し、チェックを受けるものとする。【平成２３年度から実施】 

 

 

４．業務改革 

４－１ 賃貸住宅部門 

（１）基本的考え方 

    検討会報告書においては、機構の抱える１４兆円の負債のうち、１１

兆円は賃貸住宅部門における財政投融資を中心とした借入金であること

から、今後の金利上昇リスク等を回避するためには、賃貸住宅部門を中

心とした業務の効率化、収益力の確保を通じて資産・負債の圧縮に向け

た取組みを進めていく必要があるとされたところである。 

また、民間にできることは民間にゆだねることが政策の基本であり、

公的部門の役割は民間住宅市場の環境整備と補完である。 

これまで機構の賃貸住宅が担ってきた大都市圏の中堅勤労者向けの住

宅供給という役割は既に終わっているものと考えられることから、賃貸

住宅ストックについては、個々の団地ごとの状況を踏まえ、需要動向に

応じて可能な限り逐次縮小していくための取組みを行う。 

一方、住宅政策上の重要な課題となっている大都市圏を中心に今後急

増が予想される低所得の高齢者向けの住宅の確保に対しては、まずは、

地域の住宅政策を担う地方公共団体等において取り組むべきであるが、

機構賃貸住宅に多くの低所得高齢者が居住し、機構が一定の役割を果た

していることを踏まえ、既存ストックを有効活用し、低所得の高齢者等

向けの住宅の提供を基本的な役割とした取組みを行う。 
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ただし、この場合、地域活性化及び福祉の拠点としての再整備やミッ

クストコミュニティの形成の取り組み、ＰＰＰ手法などによる民間の資

金・ノウハウを活かしたサービス付きの高齢者向け住宅の供給促進など

が求められる。 

また、家賃制度については、平成１１年度に市場家賃化しているが、

継続家賃改定における激変緩和措置に伴う居住者間の負担の公平性の問

題や国費が投入されている減額措置など公的賃貸住宅として家賃制度自

体に関する情報公開が十分とは言えないといった問題がある。このため、

透明性の向上等を図るための取組みを進めていく。 

 

（２）既存賃貸住宅の再生・再編 

 既存賃貸住宅について団地再生、ストック活用、用途転換、土地所有

者等への譲渡・返還等という４つの基本的類型を設定し、全団地について

団地ごとの整備方針を策定した「ＵＲ賃貸住宅ストック再生・再編方針」

については、引き続き、居住者等の理解を求めながら着実に取組みを実施

していく。併せて、団地や地域の特性を踏まえ、ＰＰＰ手法を活用してサ

ービス付きの高齢者向け住宅や医療施設・福祉施設を導入したり、安否確

認や生活相談等のサービスを導入するなど既存賃貸住宅の再生・再編を行

う。これにより、団地の価値を向上させるとともに、収益力の維持・向上

を図る。【実施中・平成２３年度以降順次実施】 

 ただし、（３）の高額家賃物件の譲渡等や（４）の地方公共団体との連

携に関する結果等を踏まえて再検証を行う。【平成２４年中に実施】 

 なお、実施に当たっては、居住者の居住の安定に配慮しつつ、資産・

負債の圧縮を図るとともに、経営効率の向上を図るものとする。 

 

（３）高額家賃物件の譲渡等 

 賃貸住宅部門の資産・負債の圧縮を図るため、都心部の高額家賃物件

の売却等に関し、公募・入札等を行う対象物件の選定や公募・入札等に

係る具体的な実施方法等についての対応方針を、専門機関等に対するヒ

アリングを実施した上でとりまとめ、これに基づいて対象物件の選定を

行い、少なくとも機構の財務が悪化しないことを条件として、居住者の

理解を求めつつ、収益力向上を図る観点からの公募・入札等手続きを実

施し、機構の財務体質の改善につながる価格により譲渡等を行う。【平成

２３年度中に実施】 

 なお、２回目以降の公募・入札等の手続きについては、初回の状況を

踏まえて所要の改善を行った上で実施する。【平成２３年度以降順次実
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施】 

 

 （４）地方公共団体との連携 

 賃貸住宅部門の資産・負債の圧縮を図るとともに、地域の住宅政策に

より即した住宅の提供を図るため、阪神・淡路大震災の復興関連を含む

借上公営住宅の存する地方公共団体や４大都市圏以外に団地が存する地

方公共団体を中心に、地方公共団体における買取り、借上公営住宅とし

ての活用、地方公共団体と連携した管理・運営、福祉拠点としての再整

備等に関する意向を確認し、必要に応じ協議を行う。【実施中・平成２３

年度中に実施】 

 また、４大都市圏の地方公共団体についても、順次、地方公共団体に

おける買取りや借上げ等の意向を確認し、必要に応じ協議を行う。【平成

２３年度中に実施】 

 いずれについても、少なくとも機構の財務が悪化しないことを条件と

して、双方の協議が整えば譲渡や地方公共団体の住宅政策と連携した管

理・運営等を行う。なお、連携した管理・運営としては、例えば以下の

方策が考えられる。【平成２３年度以降順次実施】 

・ 借上公営住宅としての活用 

・ 公営住宅・公社住宅において建替えを行う際の敷地の提供や居住者

の一時移転先としての活用 

・ 所得や高齢者が必要とする介護・支援の状況等に応じて公営住宅と

機構賃貸住宅を選択可能とするなどより政策目的に応じた形での住

替えの促進                        等 

 

（５）家賃制度の透明性向上等 

    家賃負担に係る公平性を確保する観点から、現下の経済状況も考慮し

た負担軽減措置を講じた上で、継続家賃の改定を行った。【平成２３年４

月から実施】 

 また、家賃制度等の透明化・簡素化に関する方策として、以下の取組

みを順次実施する。【平成２３年度以降順次実施】 

 ・ 近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定めることと

されている家賃の算定に係る考え方や家賃減額制度についてホーム

ページを通じた分かりやすい情報発信 

 ・ 国費の投入理由と投入対象の明確化 

    ・ 特別減額措置に係る申請手続きの簡素化 

   なお、既存賃貸住宅への新規入居者との賃貸借契約は、団地の状況等
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を勘案した上で、建替え予定の団地以外においても定期借家契約を導入

する。【実施中・平成２３年度以降順次実施】 

 

 

４－２ 都市再生部門 

（１）基本的考え方 

    検討会報告書においては、長期にわたる都市再生事業における民間事

業者に係る期間リスク等のヘッジ及び地方都市の整備に係る地方公共団

体の役割の代替が機構の役割とされたが、その一方で事業範囲について

は、民間事業者や地方公共団体だけでは担えない分野など必要最低限な

ものにするという観点から、事業の実施基準の明確化を図るべきとされ

たところである。 

    また、民間事業のリスクヘッジに当たっては、機構自ら多様なリスク

を全面的に負うことのないよう、リスクの分散と収益性向上を実現する

取組みを進め、地方都市の整備に係る地方公共団体の役割の代替に当た

っては、地方公共団体との役割分担を徹底し、機構として最低限の採算

性を確保する仕組みの構築を進めていくこととされたところである。 

    これらの検討会報告書の指摘を具体化するため、以下の取組みを行う。 

 

（２）新たな事業実施基準の策定等 

    平成２０年３月に策定された「独立行政法人都市再生機構の都市再生

事業実施に係る基準」（以下「事業実施基準」という。）について、基準

の内容が客観性に欠けることや国土交通大臣の関与がなく作成されたこ

となど不十分な点があるため、機構が行う都市再生事業の目的を「民間

都市再生事業の支援」、「地方公共団体のまちづくり支援・補完」と整理

した上で、現行の事業実施基準をより明確化した下記の内容からなる新

たな事業実施基準を定め、国土交通大臣の認可が必要な業務方法書に盛

り込んだところであり（※）、これに基づいて事業を行う。【平成２３年

４月から実施】 

    ・ 機構が実施する事業を、国の政策に資する計画区域内の事業や計

画に位置付けられる事業等に限定することとし、その具体的な政策実

現効果目標を設定し、妥当性を外部の有識者からなる事業評価監視委

員会で審議する。 

    ・ 「民間都市再生事業の支援」については、都市再生緊急整備地域

など国の関与する計画に基づくものであることを必須要件とすると

ともに、「民間のみでは実施困難であること」について、公募手続き
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を行うことにより実際に民間で実施主体がいないことを確認する。 

    ・ 「地方公共団体のまちづくり支援・補完」については、国の政策

に沿った地方公共団体のまちづくり整備計画に位置付けられている

こと等を必須要件とするとともに、地方公共団体から自ら実施が困

難・適切でない理由を記載した要請が提出されていること、地方公共

団体が応分のリスク若しくは費用の負担等又は関連事業の実施等の

適切な役割分担を果たしていることを確認する。 

    ・ 事業採算性が確保されていることの確認に際して、正味現在価値

の算出に用いる割引率については原則として４％に設定し、計算根拠

も含めた事業の採算性を事業評価監視委員会において評価する。 

     ※ 独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会の下に都市再生

事業実施基準検討等専門部会を平成２２年１１月に設置して有識

者委員による検討を行い、独立行政法人評価委員会都市再生機構分

科会における意見聴取やパブリック・コメントを経た上で、平成２

３年４月に業務方法書の一部改正として国土交通大臣による認可

を行った。  

 

    また、トータル・リスクコントロールとして、事業中の仕掛資産の総

量管理を実施する。あわせて、財務の健全性確保のために、自己資本比

率は上場大手ディベロッパーの水準と乖離しないように運営し、カンパ

ニー情報として公表する。【平成２３年度から実施】 

    さらに、リスク管理等の観点から、機構の組織形態の検討の中で、民

間都市開発事業に対するファイナンス機能を有している（財）民間都市

開発推進機構との統合を検討する等、官民パートナーシップのあり方を

再構築する。【平成２３年度以降順次実施】 

    なお、事業中止の判断は、事業見直し基準の明確化を行い、原則とし

て５年としている再評価のサイクルに関わらず、事業評価監視委員会で

評価を実施する。【平成２３年度から実施】 

 

 

４－３ ニュータウン部門等経過措置業務 

    ニュータウン整備事業及び特定公園施設業務の経過措置業務について

は、既に撤退の方針が示されている。 

このため、ニュータウン整備事業については平成２５年度までに工事

を完了し、地価動向等の市場環境の変化にも留意しつつ、平成３０年度

までの土地の供給・処分完了に向けた取組みを促進する。その際、不動
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産市場の動向を注視し、コストや売却に伴う損失を極力抑えるものとす

る。 

また、特定公園施設業務については公園管理者との調整、施設譲渡等

を行い、平成３０年度までの業務完了に向けた取組みを促進する。 

 

 

５．関係法人等の改革 

（１）基本的考え方 

関係法人については、公団時代における急速な業務の拡大や定員管理に対

応するために設立され、機構との間に随意契約を締結してきたが、透明性・

効率性の観点から見て適切でない面があったことは否定できない。 

このため、機構の業務運営における透明性・効率性を向上させる観点から、

以下の取組みを行う。 

 

（２）随意契約の廃止 

   外部有識者からなる契約監視委員会における契約の点検を経て策定され

た「随意契約等見直し計画」（平成２２年６月公表）に基づく以下の取組み

を進め、平成２２年度中に事務所等賃貸借等の真にやむを得ないものを除い

て競争性のある契約に移行した。 

   ・ 関係法人との競争性のない随意契約は事務所等賃貸借等に限定する。 

   ・ 平成１９年１２月に策定したこれまでの「随意契約見直し計画」に

おいては平成２５年度までかかるとしていた競争性のある契約への移

行を平成２２年度中に前倒しする。 

   ・ 前年度に関係法人が随意契約又は１者応札・１者応募で受注した案

件が、１者応札・１者応募となった場合には、再入札を実施する。 

 今後も、事務所等賃貸借等の真にやむを得ないものを除いて競争性のある

契約を行うとともに、契約監視委員会において、主として関係法人による１

者応札・１者応募となっていた契約について、実質的な競争性が確保されて

いるかどうかという観点から契約内容や発注方法等の確認を行う。【実施

中・平成２３年度以降も継続実施】 

 

（３）利益剰余金の返納 

   機構の業務運営における透明性、効率性を向上させ、財政状態の改善に

資する観点から、これまで機構との取引等に由来して関係会社に蓄積されて

きた利益剰余金については機構への返納等を要請することとし、その方法等

を下記の内容からなる「独立行政法人都市再生機構の関係会社における利益
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剰余金の取扱いに関する基本的な考え方」としてとりまとめた（※）。 

   ・ 会社自体の整理・統廃合を行うことを将来にわたる基本方針とし、

機構の有する会社株式の売却等により機構の財務の改善を図ることと

すべき利益剰余金相当額の回収についてはその中で適切に取扱うこと

を基本とする。ただし、当面、機構の関係会社として存続することとな

る会社については、今後の会社の整理・統廃合に支障を来すことなく、

また、会社の自立的な経営が可能な範囲内で、会社の整理・統廃合に先

行して一定額の返納を求める。 

   ・ 会社の整理・統廃合に先行して返納を求める額については、機構に

由来する利益剰余金から今後の会社の自立的な経営に必要な費用を控

除した上で、資金収支を考慮するものとする。 

   ・ 会社の整理・統廃合に先行して行う利益剰余金の返納の方法につい

ては金銭寄附によることを基本とするが、機構の直接出資の有無、機構

等の議決権比率の多寡、他の株主の構成等を踏まえて会社ごとにきめ細

かく対応するものとする。    

   ※ 弁護士、公認会計士５名からなる「独立行政法人都市再生機構の関

係会社における利益剰余金の取扱いに関するワーキンググループ」を平

成２２年１１月に設置し、関係会社に蓄積された利益剰余金を機構に返

納させることについての考え方や方法等について、平成２３年３月まで

延べ６回の議論を行った上でとりまとめたものである。 

 

この考え方に基づき、機構に対して関係会社の利益剰余金を機構に返納

させるよう求め、機構及び返納対象となる関係会社において当該関係会社の

株主等の利害関係者との返納に向けた協議を行い、同意が得られた会社から

順次機構に対して利益剰余金を返納する。これにより、機構の負債の圧縮を

図るとともに、国費の負担軽減に資する措置を講じるよう努める。【平成２

３年度以降順次実施】 

    

（４）関係法人の整理・統廃合 

   機構の業務運営における透明性を確保する観点から、関係会社について

は、 

① 株式の売却等により機構の関係会社でなくすること 

② 株式持合による複雑な資本関係を解消すること 

③ 統合等により自立可能な経営基盤の強化を図ること 

を基本的な方向性として、以下の取組みを行う。 

   ・ 利益剰余金の返納に係る基本的な考え方及び他の株主との協議状況
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を踏まえて「関係会社の整理・合理化方針」を策定する。【平成２３年

度中に実施】 

・ 関係会社及びその株主等の利害関係者と協議を行い、合意が得られ

た会社から順次整理・統廃合を行う。【平成２３年度以降順次実施】 

また、関連公益法人については、平成２５年１１月の法定移行期限まで

に公益社団法人・公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人又は株式会

社等に転換する見直しを行う。 

なお、特に機構の賃貸住宅業務と密接な関わりがある関連公益法人につ

いては、機構本体の業務の見直しと並行して効率的に事業を実施する観点

からの見直しを行う。【平成２３年度中に結論を得る】 

 

 

６．東日本大震災等への対応 

  ３月１１日に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所における事

故を受け、住宅分野においては、被災者向けの応急仮設住宅の供給、公営住

宅等の空家の提供及び復興住宅の建設等が、また、都市再生分野においては、

単に「復旧」するのみならず「復興」するという観点に立った新たなまちづ

くり等が被災地において求められるものと考えられる。 

これらの取組みの実施に当たっては、地域の実情に最も通じた地方公共団

体が主体的な役割を果たすことが考えられるが、多くの地方公共団体におい

て財政・人材の両面でその余力に乏しいものと考えられる今般の災害への対

応に当たっては、多くの場面において、国が地方公共団体のニーズに応じて

支援を行う必要があるものと考えられる。 

機構においては、国土交通省からの要請や被災地方公共団体からの要望に

応え、既に、被災者に対する賃貸住宅の提供、応急仮設住宅用地の提供、応

急仮設住宅建設支援要員や復興計画策定支援要員の派遣等を行っているとこ

ろであるが、今後、被災地の住宅再建やまちづくりを進めていく段階におい

ては、被災地方公共団体の要望を十分に踏まえた上で、機構が保有するノウ

ハウや人材を有効に活用していくべきと考えられる。 

その際、上記のような災害への対応が必要であるとしても、本工程表等に

おいて改革の取組みが求められている項目については、被災地における復興

支援と調和をとりつつ、着実に進めていく必要がある。 

 

 

７．改革の推進に当たって 

  改革の推進に当たっては、機構賃貸住宅の居住者、地方公共団体及び関係
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会社の株主等の利害関係者の理解を求めていくことが必要な事項が多く存在

するが、改革の趣旨や内容を丁寧に説明することによって、これらの者に理

解を求めつつ、不可逆的に改革を進めていく必要がある。改革を進めるにつ

れてさまざまな環境の変化があり得ることが想定されるが、確実に改革の実

施を図っていくことが重要である。 

  また、工程表に定められた改革の取組状況については適切な情報公開を行

い、第三者による継続的なチェックを経ることにより国民に対する説明責任

を果たしていく。 

 

 

以 上 


